




































公園緑地管理業務委託 特記仕様書その３

1.作業に際しては工区内の桜をはじめとした樹木について倒木などの危険性が

ある場合やその他異常を発見したときは、速やかに市に報告し、対応につい

て協議すること。

2.除草などの作業時期については各工区で同時期に実施することとし、工程表

を提出し、監督員の承諾を得ること。また草刈りの期間は指定した日から、

原則１０日以内に実施すること。

3.当公園内においてイベントの実施、その他工事などにより、市が緑地管理作

業のできない日を指定した場合や、作業上の制約を提示した場合は、市の指

示に従うこと。

4.桜等の樹木の剪定にあたっては、病気、枯れ防止について配慮し、薬剤の塗

布など監督員と協議の上、作業を実施すること。

5.緑地管理作業にあたって、公園内の樹木、低木、花、その他公園施設を損傷

した場合もしくは損傷を発見した場合は速やかに市の監督員に報告した上で、

請負業者の費用負担で原型復旧すること。

6.作業に関しては、提出した工程表に基づく期日について監督員より期日の変

更の指示があった場合はこれに従うこと。なお監督員は受託者に対して作業

日の変更を指示する場合は、作業日予定日より原則 2週間以上前に指示する

こと。

7.その他上記事項以外の監督員からの指示についてはその指示従うこと。

8.上記事項が遵守できない場合やその他監督員の指示に従わず、市が請負業者

との信頼関係が損なわれたと判断した場合は本業務委託契約の解除事項とす

る。




